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TAKAHASHIMihoKAWATAYbko
はじめに

近年、食生活を取り巻く社会環境の変化などに伴い、食に起因する健康

間題が増加し、食育基本法の施行とともに、食育は国民的課題となっている。

保育所保育指針、幼稚園教育要領にも食育の推進が強調され、全国で

様々な取組が行われている。しかし、子どもへの食育活動は、それぞれの

組織における取組みに一貫性が欠けているように見受けられる。それは、

食育の定義を必ずしも明らかにせず、就学前の教育から小・中・高等学校

までの教育内容を見通し、食教育としての課題や目的の検討がされていな

いためであろう。
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そこで、今回の教育基本法、学習指導要領の改訂にともない、学校教育

における食育推進のあり方を文献等から探り、現在、行われている乳幼児

への食育活動の整合性について考察し、今後、就学前保育の諸機関で取り

組むべき食教育のあり方について検討した。

1研究の目的

国の施策としての教育改革が大きく動き、幼児教育が学校教育の基盤づ

くりを成すものとして、明確に位置づけられた。保育所保育指針、幼稚園

教育要領、小学校学習指導要領が同時期に改訂され、就学前保育と小学校

教育の積極的な連携とともに「食育の推進」が強調された。

食育活動は、それぞれの組織において、教育（保育）課程に基づき展開

されている。生活や学習の「基盤づくり」を行う就学前保育は、学校教育

内容を理解した上でが行うことが望ましい。そこで、学校教育で行われて

いる食育の内容を文献により明らかにし、幼児期に行われるべき食育の内

容を検討するために本研究に取り組んだ。

2方法
嘆）学校教育における食育の推進にむけた体制の比較検討

平成17年に食育基本法が制定され、食に関する指導を推進するために

「栄養教諭制度」が発足し、その体制への整備が行われた。

そこで、栄養教諭の配置状況、配置による効果について文献調査を行

い、食育推進にむけた体制の内容をあきらかにしようと考えた。

2）学校教育における食に関する教育内容の分析

学習指導要領改訂におけるカリキュラムの内容を分析し、就学前保育に

おこなわれる食育活動と比較して、今後の課題を抽出した。
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3研究の結果及び考察

1）学校教育における食育推進体制

昭和29年に「学校給食法」が制定され、教育の一環として学校給食が

位置づけられ、その中で食の指導が展開されてきた。

平成9年に保健体育審議会が「生涯にわたる心身の健康の保持増進のた

めの今後の健康に関する教育及びスポーツ振興の在り方について」を答申

し、その中に「食に関する指導の充実について」が明記され、食に関する

指導が強調されるようになった。平成16年中央審議会が「食に関する指

導体制の整備について」を答申し、食育推進の体制整備として、栄養教諭

制度が創設された。

そこで栄養教諭制度導入により、食育の推進にどのような影響や効果が

あったのか、その実態を探るために文献調査を行った。

（1）栄養教諭の配置状況

これまで学校栄養職員が担ってきた給食管理に加え、食に関する指導そ

のものを本務とする栄養教諭制度が導入され、平成17年度、34名の栄養

職員が配置された。給食管理を行っていた学校栄養職員が、教育原理や児

童心理など教職課程の単位を修得して栄養教諭となった。

現在の配置状況については、文献資料「平成22年食育白書」王耳学校教

育基礎調査」2）を用いて分表1公立小・中学校等の栄養教諭配置状況

析し、配置状況を表1と表

2に示した。

平成21年度には、全都

道府県公立小・中学校等に

2，663名の栄養教諭が配置

された。学校総数33，鶏2校

に対し、8．0％の配置状況

年度
学校数

（箇所数）

栄養教諭数

（人）
配置状況

平成17年 34，158 34 4道府県

平成18年 33，870 359 25道府県

平成19年 33，648 986 45道府県

平成20年 33，391 1，897 47都道府県

平成21年 33，122 2，663 47都道府県

一12i一



高橋美保・川田容子

である。配置人数は表2に表2都道府県別配置数（一部抜粋）

（単位：人）
示すとおり、鳥取県の3名

から北海道の326名と、都

道府県によって大きな違い

がみられた。

栄養教諭の配置にともな

いその職務は、学校教育法

の一部改正（平成16年）

において定められ、「栄養

教諭の配置は地方公共団体

や設置者の判断による」と

された。また答申には、学

校栄養職員から栄養教諭へ

の移行により、栄養教諭を

配置することができない学

校は、養護教諭や家庭科教

諭、他校の栄養教諭が定期的に出向いて指導することとし、さらには地域

人材の活用が明記された。

以上のことから、現在の教育現場においては、栄養教諭必置への必要性

に対する認識は、非常にうすいことがわかった。

さらに、栄養教諭の職務規定について明らかにするため、制度の概要を

文献資料「学校教育法」3）により分析して表3に示した。

都道鵬名 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成2咋

北海道 10 67 194 263 326

宮城県 3 12 25 35

東京都 5 16

福井県 10 32 30 32 32

愛知県 10 10 68 73

大阪府 9 9 20 140 270

、鳥取県 3 3 3
広島県 10 10 10

愛媛県 16 41 57 77

高知県 5 11 15 19 23

福岡県 9 40 70 1i4

宮崎県 6 11 16 22

沖縄県 4 14 14

表3栄養教諭制度の概要
職務 児童の栄養に関する指導及び管理

1、食に関する指導
・児童生徒についての栄養に関する個別的な相談指導

・学級担任や教科担任等と連携し、関連教科や特別活動にお

いての食に関する指導
・食に関する指導に関わる全体的な計画の策定等への参画

一122一



小学校学習指導要領の改訂からみる食育推進の課題（1）

2、給食管理

・栄養管理、衛生管理、調理管理等

資格 栄養教諭普通免許状（専修、一種、二種）

・大学における所要単位の修得により免許状を取得することが
基本。

・現職の学校栄養職員は、一定の在職経験と都道府県教育委員

会が実施する講習等において所定の単位を修得することによ

り、栄養教諭免許状を取得できるよう法律上特別の措置が講

じられている。

配置 すべての義務教育諸学校において給食を実施しているわけで

状況 はなく、地方分権の趣旨等から、栄養教諭の配置は地方公共団
体や設置者の判断によることとされている。

公立小中学校の栄養教諭は県費負担教職員であることから、

都道府県教育委員会の判断によって配置される。

栄養教諭の職務は、学校給食の管理と食に関する指導を一体的に行うこ

とであり、栄養の専門性と食に関する教育の資質向上がその欝的である。

配置に際しては、学校栄養職員に特例措置が講じられて栄養教諭となった

が、このことは、栄養教諭制度発足の背景に、子どもたちの食生活や健康

への課題に対応する必要性が急務であったこと、教職員制度における学校

栄養職員の身分向上に対する課題があったことが推察される。

（2）栄養教諭の配置による教育効果

食育推進基本計画の目標値に、「朝食を欠食する小学生を0％とする」

ことや、総合的な推進事項に「子どもの肥満防止の推進」があげられてい

る。栄養教諭の配置による教育効果を把握するために、朝食欠食状況と体

格（肥満・痩せ）の推移を文献により探った。

①朝食の欠食状況

食育推進基本計画の策定値である「国民健康栄養調査」の結果の推移

を、図1に示した。平成17年には、小中学生（7～14歳）では、男子3．9％、
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女子2．7％であったが、平成20年では、男子6．5％、女子5％と欠食率は増

加していた。栄養教諭配置後に、中等教育を受けた15歳～19歳の結果は、

平成i7年男子18．8％、女子鉛．4％であった。その後、欠食率は減少傾向を

しめしていたが、平成20年には、男子18．4％と再び男子が増加していた。

20

蓬8．4％18男15～19歳16

14

12

％女緬～19歳
薩0

8

65％男7～14歳6

45％女7～14歳2
0
平成15奪平成16年平成17年平成縮年平成19年平成20年

注：r欠食」調査臼において「菓子・果物などのみ」、「錠剤などのみ」、「何も食べ

ない」に該当した場合

図1朝食欠食率の推移（厚生労働省国民健康栄養調査）
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②体格（肥満・痩せ）の推移

6歳から14歳における肥満傾向児童と痩身傾向児の推移を文献資料

「学校保健」4）の調査から検討し、図2と図3に示した。

平成i8年度より算出方法が変更したため、平成18年と3年後の21年の

推移を比較した結果、肥満傾向の出現率は、平成18年は6歳児5．3％、8

歳児8．0％、10歳児10．2％、13歳10．4％であった。しかし、平成21年には、

6歳児4．4％、8歳児7．3％、10歳児9．5％、13歳8．9％と、すべての年齢で

減少した。昭和52年以降増加傾向であった肥満傾向児の対策は、功を奏

し18年度以降減少傾向を示していた。

痩身傾向児の出現率は、平成18年は6歳児0．4％、8歳児LO％、10歳

児2．5％、！3歳2．4％であった。しかし平成21年には6歳児0．5％、8歳児
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i．1％、10歳児2．7％、1314．00

歳2．6％と、すべての年12・0010312歳

9．711歳齢で増加していた。1α001！ll癬

8．008，9荏4歳朝食の欠食率の改善は

6、007138歳見られず、肥満について5・57歳

4．004、46歳は、改善がみられたもの2．00

の、痩身にっいては逆に0．00

増加していた・この結果ゲ評甜拶
から、栄養教諭の配置に
1、昭和52年から平成i7年は，性別・年齢別に身長別平均
よる教育効果は、あまり体重を求め，その平均体重の120％以上の者

2、平成！8年からは，性別・年齢別・身長別標準体重から
なかったと思われる。肥満度を求め，肥満度が20％以上の者
肥満度漏（実測体重一身長別標準体重）／身長別標準体重×100（％）
義務教育として行われ
図2年齢別肥満傾向児の出現率の推移
るべきはずの教諭制度（昭和52年度～平成21年度）

は、その配置状況が地方

4．50
自治体に委ねられ、大き4・oo

3．503・412歳な差が生じている。この3．003’01磯

2．710歳
現状は、児童や生徒の教2畳502・613歳

2．002．414歳育を受ける権利に反する1．50・9歳

1．18歳1．00ことになる。また、こう0．50G・56歳
いった現状は、制度そのα00

ものの意義や必難を問嫁ぐ拶甜拶

う大きな課題となる。図3年齢別痩身傾向児の出現率の推移

（昭和52年度～平成21年度）学校教育における食育

の推進は、平成9年「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の

健康に関する教育及びスポーツ振興の在り方について」の中に、「食に関

する指導の充実」が付記されたことに始まる。「食」は健康づくりの一環

として、「体力づくり」の視点から提示された。そのために「食に関する

指導」は、保健体育分野での取り扱いとなり、地方自治体では保健体育分
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野の指導主事が、食の指導を行っている現状がある。食に関する指導体制

そのものが、保健体育といった教科課程から、教職課程の中に位置づけら

れることが急務であり、食に関する指導や食育は、必要とされる学校教育

の教科領域内で推進するべきであろう。

現在おこなわれている「体力づくり」を通した、「食に関する指導」体

制ではなく、今後は、栄養教諭の資質向上と制度にっいて体制整備をはか

り、栄養教諭制度のあり方にっいて再検討し、食育の推進をはかっていく

ことが必要である。

2）学校教育における「食育」の推進と指導要領から見える課題

食育推進の背景の中で、学校における食の指導体制や内容がどのように

取り組まれているのか、その実態を文献により把握した。その結果をふま

え、指導要領との整合性を考察し、課題を抽出した。

（1）学習指導要領改訂にみる食育の推進

今回の学習指導要領改定の基本は、確かな学力、豊かな人間性、健康や

体力をベースとした「生きるカ」の育成と明記され、改善の要点の一つに

食育があげられている。

従来、学校教育において行われる食に関する領域や内容は、「食に関す

る指導」と称してきたが、食育基本法が施行され、その中に「学校におけ

る食育」の推進が強調されたことをうけ、今回の学習指導要領の改訂（平

成20年3月）には、はじめて「学校における食育の推進」と明記された。

食に関する指導を継続的に系統立て、総合的に推進する営みを、「学校に

おける食育を推進すること」として記されたと考えられる。

食育は、学校の教育活動全体で推進すべきであり、児童や生徒の発達段

階を考慮し、計画的に食について学ぶことをねらいとして、図4に示すよ

うに「食に関する指導に関わる全体計画」の作成が、今回の改訂で明確に

位置づけられたのである。
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⑱食に関する指導の金体計画（小学校）例

團
学校教育蟹標

翻
ll難難灘鐵議欝熱蠣購磐門二の

覆舗

欝
各学年の食に縫する指導の目標

低学年
○傘べ物に興昧関心を

鴇つ履鐘霧ず畿ぺ
○編騰灘f物σ）

（など）

中学隼 窩学年

灘鞭灘1灘欝織灘騨

中学校

欝

4月5月6月 7薄8，角9肩 10月11角12月 1月2帰3月

特
別
活
動

学級活動

及び
給食時閥

o学羅活動
⑨嚢1に翻す

る指導
①維食揖導

低
学
年

O給食の駒束、轡を大湧に
㊥蒲食を知ろう
◎仲良く食べよう

o裏休みの健籏
翻食べ勃の名髄を鋤ろう
●楽しく愛べよう

o健康な生活習慣
◎食べ物に隅心をもとう
魯食ぺ鞠を大窃にしよう

G風脚〉予訪、成長を振り源ろう
＠食べ物について擬り返ろう
◎給食の農省をしよう

中
学
年

o蕊食の約束、歯を大籾に
㊥食贔について知ろう
●結食のき業参を覚えよう

O夏誌みの建康、運翻と健藻
⑰禽べ翰の鋤妻を知るう
轡食事の猿境について考えよう

o健康な慰…活習横
⑪食べ物の3つの働きを知ろう
①食べ称を大切にしよう

o。脇，の瀦職破長を擾ウ返ろう
⑨食生括を見直そう
魯鵜禽の艮省をしよう

鳥
学
年

α餓こ気を鰐溺鵜、欝を燃こ
⑨食べ晦の鰯き1こついて知ろう
翰楽しい綿食畔驚にし．u

O夏休みの繕康、灘動と健康
⑨串節の食べ穆について難ろう
⑱食箏の環擁について毒えよう

O健康な盆湧習慣
⑥食べ蛎と健燦について無ろう
¢愚謝して食べよう

○騒邸の澗防、成長を振り運ろう
⑨食盤活について暫え，起う

②1年鋤の鵜食を捜り運ろう

霧導箋 ⑥ふれあい交流ランチ鰯劇妨う1
⑨じょうぶな灘をつくろう

⑧予約給食

㊥ふれあい交涜ランチ

（熱（食ぺよう1
⑨ふれあレ罐講滋しよう1

＠叢食の大駒さを毒えよう
◎予約餓食

⑪ふ緬犠騙礁う1
谷毒箪を咲わおう
⑳リグエスト爺食・予約給食

学狡行事 ・発霧灘定’逮足・運勧会
食膏角鵡通学会窟

・修学旅行

・欄人懇談夏休み
・学習発豪会・倒入懇談

冬休み
・学校給食遍間
．スキー学習

爆童毒 ふれあいスタートワ）会 ・ふれあい当番活動 児璽フェスティバル ふれあい感認o）命

1年 2年 3年 4年 5辮 6年

教
科
と
の
騨
連

鴛
、

会

私の町みんな
の町

私たちのくら
しと土地の嫉
子・

食料盗薫を支
える人々

大赫の入々0）暮らし
・襲争から平弗への撫み
一貿本とつなオ簿の涯い

鰯々

理科
轡籍霧 季節と焦き物 鵬あ麟 インゲンマメやジヤ

ガイモを驚てよう
・俸のつく疹とはたらき
・櫨繭去でんぶん
・生物の住む澱境

生濡
・やさいをそだてよう
・できるようになったよ

・やさいをそだてよう
・はっけん！わたしの町

家庭
ごはんを炊く

・野蘂の離
・なぜ食べるのだろう

・望活を計輝的に
・楽しい食箏を工夫し

よう

体育
“羅醐

・毎日の生活と健康 育ちゆく伸と私 病蓋の予防

道徳 雛難簸灘蒼！癖糠轟懸干野
総合学翌 むかしの食1事ふる塁を食べようお米をつくろう薬繕料理続挑戦

馨勢脇
学校だより、食育（給食）だよ参、保健だよサ、学校給食試食金、家霧激育学級、講演会、公民館活動
骨冊隔昌骨膚輯¶軸輔“柵罹－一“輔』補一榊』響骨一一昌嶋廿轄噛料紳棒一辱闇胃弗罧『冊眉縣一『胃阿層罧一晶－－閣調－一』－一一－一一一豊昨一一一一件昏州鴨輔扁柵榊楠輔椿

議結腰儲轟、紹欝離ども蜻てたいのか・そo）た雌騰暫繊と⑳よう罐携の取

地墨産物活周
の方錯

地場灘物活琵1の敦青的な慧1義、活珊方針等を言君述する串

騰早轡
取り緯み方

象講耀謝薦鷺灘鱗蝶霊鰻鰐購談騰必婁な職対

図4食に関する指導の全体計画（小学校例）

（文献資料食に関する指導の手引5）より抜粋）
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従来の学習指導要領においても食に関する指導は、関連する教科に位置

づけられてきたが、図4に示すように、今回の改訂で食に関する指導は、

各教科全学年にわたり、小学校教育全体で取組む方向性として、指導計画

が示されて推進されるようになった。そのねらいを文献資料「小中学校学

習指導要領」6）により分析し、表4に示した。

表4食に関する指導の目的～食に関する指導の手引より抜粋～

食事の意義 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。

心身の健康
心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事

のとり方を理解し、自らが管理する能力を身につける

食品を選択

する能力
正しい知識・情報に基づき、食物の品質及び安全性等に

ついて、自ら判断できる能力を身につける。

感謝の心
食物を大切にし、食物の生産に関わる人々へ感謝の気持
ちを持っ。

社会性
食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身にっ
ける。

食文化
各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、

尊重する心を持つ。

（2）教科における改訂の内容

中央審議会答申の改善の基本方針や、具体的な内容を踏まえ、実践的・

体験的な学習として、家庭科領域の内容が改訂された。指導要領の解説書

には、小学校と中学校の内容構成が同一の枠組みとなり、小・中学校の学

習内容の連続性・系統性が図られた。

食の内容については、いままで中学校の指導内容であった5大栄養素の

働きが、小学校5年生で実施されるなど、食事の役割や栄養・調理に関す

る内容の充実が、食育の推進を視野にいれて、改訂されたことが、表5か

らもわかる。
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表5家庭科領域における食育関連内容（学習指導要領解説書より抜粋5）

小学校家庭科 中学校家庭分野

「日常の食事と調理の基礎」 「食生活と自立」

國的 ・食生活の自立の基礎に必要な知 ・食生活の自立に必要な基礎的な

識と技能 知識と技術

・家族の一員として「自分にでき ・自己の生活の自立を図る「自分

ることをする」 のことが自分でできる」

食生活 ・食事の役割 ・食事の役割、健康によい食習慣

栄養 ・楽しく食事をするための工夫

・食晶の栄養的な特徴（3つの食 ・栄養素の種類と働き

晶群） ・中学生に必要な栄養の特徴

・体に必要な栄養素の種類と働き ・食晶の栄養的特質

（5大栄養素） （食品群・日本食贔標準成分表）

・食品の組み合わせ ・食晶の組み合わせ

（3つのグループ） （6つの食品群別摂取量の理解）

・1食分の食事の献立 ・中学生の一日分の献立

調理 ・手順を考えた調理計画 ・簡単な日常食の調理

（米飯とみそ汁） （魚、肉、野菜等）

安全・ ・食晶の扱い（洗い方等） ・食晶の適切な取扱い

衛生 （保存方法と保存期間）

・後片付けの仕方 ・ゴミの適切な処理

・用具や食器の取扱い ・用具の正しい使い方

食文化 ・わが国の伝統的な日常食 ・地域食文化についての理解

（米飯とみそ汁）

・盛り付け、配膳、・楽しく食事が ・地域の食材を生かした調理、郷

できる 土料理や行事食会食の計画

一方、幼稚園・保育所では、著者らが白鴎大学教育学部論集2008，2

（1）で報告したように、具体的な内容が示されていない。しかし、小学

校高学年で学ぶ教科内容が、すでに就学前保育で取り入れられ、活動され

ている現状がある。

就学前保育と小学校の連携が強調されているにもかかわらず、食育の内

容に統一性が図られていない。

就学前保育と小学校教育との連携は、小学校以降の教育の内容を先取り

して、図る必要性はない。むしろ保育者は、幼児が就学後の新たな生活に

対応できるように、食の指導をすすめる必要がある。互いの教育や保育内
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容について理解し、連携のとれた内容で「食育」を推進することが求めら

れる。

就学前保育で体験した食育の内容が、小学校教育の6年間を通して、発

達特性に沿って、より連続性のある教育内容を展開するために学習過程の

見直しが求められる。

まとめ

食育を「いのちを育む教育」という視点でとらえるならば、就学前保育

や学校教育を通しての「食育」の推進は、極めて重要な課題となる。

乳幼児期の保育のねらいは、心で感じること（心情）、やろうとする気

持ち（意欲）、心構え（態度）など、様々な活動を通して身につけること

にある。また、小学校教育のねらいは、自ら考え判断するカ（思考・判

断）、言語的に知識を理解し（知識・理解）、自分で実践するためのスキル

（技能・表現）を、段階的に身につけていくことにある。

そのためには、子どもの発達や学びの連続性を系統化し、遊びや生活体

験を通して就学前の保育内容を展開し、言語理解を基盤とした知識や理解

を必要とする小学校教育活動への、スムーズなカリキュラムの再構築が必

要となる。したがって、この内容が教育の質の向上に大きく影響するもの

と思われる。

就学前までの乳幼児期における食育のねらい、内容を明らかにしたカリ

キュラムを検討し、小学校教育への連続性を示していくことが望まれる。

現在「食育」は、幼稚園教育要領、保育所保育指針、学習指導要領の改

訂を受け、法のもとで様々な取り組みが進められている。食育推進体制の

一環として、発足した栄養教諭制度については、前述したように課題は山

積である。また、就学前保育においても、食にっいての専門的な知識を身

につけた保育者が、指導にあたっている現状がある。さらに、幼稚園教諭

の教育課程には、小児栄養が必修科目として位置づいていない。
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その中で、推進体制をどのようにすすめていけるのか、今後の食育推進

に影響をおよぼす提示した課題の検討が急務である。

食育は生活全体を見通して推進されることを前提に、栄養教諭制度をは

じめとする食の専門職員の配置状況や、保育士養成課程や幼稚園教諭の教

育課程で、「食」にかかわるスキルを習得するための教科の一層の充実が

求められる。加えて、食の知識の育成や体制整備が、総合的に検討される

ことが望まれる。
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